
四日市市告示第９８号 

 四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  令和７年３月１９日 

四日市市長  森  智 広 

 

   四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱（平成３０年四日市市告示第４１号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における東海

道への観光客及び来訪者等（以下「観光

客等」という。）の誘致促進及び魅力向

上を図るため、市民等が、観光客等に東

海道の魅力向上及び本市らしいおもて

なしに関する事業、又は、地区空き家等

活用計画を定めた地区において第３条

第１項第３号に規定する事業を実施す

るにあたり、その要する経費に対し、予

算の範囲内において補助金を交付する

ことについて、四日市市補助金等交付

規則（昭和５７年四日市市規則第１１

号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における東海

道への観光客及び来訪者等（以下「観光

客等」という。）の誘致促進及び魅力向

上を図るため、市民等が、観光客等に東

海道の魅力向上及び本市らしいおもて

なしに関する事業、又は、地区空き家等

活用計画を定めた地区において第３条

第３号に規定する事業を実施するにあ

たり、その要する経費に対し、予算の範

囲内において補助金を交付することに

ついて、四日市市補助金等交付規則（昭

和５７年四日市市規則第１１号）に定

めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 

 

  



改正後 

別表（第５条関係） 補助対象経費の範囲 

 工事請負費 (1)空き店舗又は空き

家を観光客等に開放す

る休憩場所あるいは第

３条第１項第３号に該

当する観光サービス施

設として活用するため

のリフォーム工事 

 

①休憩スペースあるいは第３条第１

項第３号に該当する観光サービス

施設スペース部分の内装工事（壁、

床、天井など） 

②建物正面の工事（外壁、玄関など） 

③空調設備工事 

※上記に関わらず、空き店舗又は空き

家のすべてを観光客等に開放する

休憩場所、あるいは第３条第１項第

３号に該当する観光サービス施設

とする場合は、建物の補強、屋根、

外壁等の機能を維持させるために

行う修繕等の工事も対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 (2)休憩場所あるいは第３条第１項第３号に該当する観光サー

ビス施設への誘導看板設置工事 

 

 （略）  

 備品購入 東海道への観光客等が

休憩するために、ある

いは第３条第１項第３

号に該当する観光サー

ビス施設を利用するた

めに必要と認められる

備品（リース代及び維

持費は除く） 

※新設するものに限

る。 

 

①休憩用椅子、机等その他、利便性向

上のための備品 

②パンフレット棚、地場産品展示什器

等その他、情報提供のための備品 

③その他市長が適当と認めるもの 

 

 

 需用費 

 

（略）  

 (2) 第３条第１項第３

号に該当する観光サー

ビス施設を利用する観

光客等に本市の魅力を

発信ＰＲするための啓

発物品等の製作 

①本市の魅力を発信するためのパン

フレット、チラシの製作 

②記念グッズ、のぼり等啓発物品の製

作 

③その他市長が適当と認めるもの 

 

 

 

 

 



改正前 

別表（第５条関係） 補助対象経費の範囲 

 工事請負費 (1)空き店舗又は空き

家を観光客等に開放す

る休憩場所あるいは第

３条第３項に該当する

観光サービス施設とし

て活用するためのリフ

ォーム工事 

 

①休憩スペースあるいは第３条第３

項に該当する観光サービス施設ス

ペース部分の内装工事（壁、床、天

井など） 

②建物正面の工事（外壁、玄関など） 

③空調設備工事 

※上記に関わらず、空き店舗又は空き

家のすべてを観光客等に開放する

休憩場所、あるいは第３条第３項に

該当する観光サービス施設とする

場合は、建物の補強、屋根、外壁等

の機能を維持させるために行う修

繕等の工事も対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 (2)休憩場所あるいは第３条第３項に該当する観光サービス施

設への誘導看板設置工事 

 

 （略）  

 備品購入 東海道への観光客等が

休憩するために、ある

いは第３条第３項に該

当する観光サービス施

設を利用するために必

要と認められる備品

（リース代及び維持費

は除く） 

※新設するものに限

る。 

 

①休憩用椅子、机等その他、利便性向

上のための備品 

②パンフレット棚、地場産品展示什器

等その他、情報提供のための備品 

③その他市長が適当と認めるもの 

 

 需用費 （略）   

 (2) 第３条第３項に該

当する観光サービス施

設を利用する観光客等

に本市の魅力を発信Ｐ

Ｒするための啓発物品

等の製作 

①本市の魅力を発信するためのパン

フレット、チラシの製作 

②記念グッズ、のぼり等啓発物品の製

作 

③その他市長が適当と認めるもの 

 

 

 

第１号様式から第７号様式までを次のように改める。 

  



第１号様式（第７条関係） 

年  月  日   

 

   四日市市長 

 

申請者 

住 所 

名 称 

代表者         

 

年度四日市市観光おもてなし事業補助金交付申請書 

 

年度において四日市市観光おもてなし事業を実施したいので、四日市市観

光おもてなし事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付申請金額  金         円 

 

 ２ 添付書類 

 

 (１) 事業の内容を記載した書類（企画・設計・仕様等） 

 

  (２) 事業の経費の内訳等を記載した書類 

   

(３)  第３条第１項第３号に規定する補助対象事業を行うものは、 

都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類 

(４)  その他市長が必要と認めた書類 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

  第   号 

 

住 所 

名 称 

代表者 

 

年度四日市市観光おもてなし事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった    年度四日市市観光おもて

なし事業補助金については、四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱第８条の規定

に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

年  月  日 

四日市市長           

 

記 

 

 １ 補助金の額   金         円 

 

 ２ 補助金の交付の条件 

（１） 四日市市補助金等交付規則及び四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱

の規定を遵守すること。 

（２） この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しておかなけれ

ばならない。 

（３） 補助事業の内容、経費の配分その他の事項に変更が生じる場合、速やかに、四

日市市観光おもてなし事業計画変更承認申請書を提出すること。 

（４） この補助金の交付については、後日、市が監査を行うことがある。 

 

 



第３号様式（第９条関係） 

年  月  日   

 

四日市市長 

住 所 

名 称 

代表者         

 

年度四日市市観光おもてなし事業計画変更承認申請書 

 

年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった事業につい

て、下記のとおり計画を変更したいので、四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱

第９条第１項の規定に基づき承認されたく申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金変更申請額  金         円 

 

 

 

 ２ 変更の理由 

 

 

 

 ３ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

  第   号 

 

住 所 

名 称 

代表者            

 

年度四日市市観光おもてなし事業補助金変更決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度四日市市観光おもてなし

事業の計画変更を承認したので、補助金の交付決定を下記のとおり変更します。 

 

年  月  日 

四日市市長          

 

記 

 

 １ 変更決定額    金         円 

 

 ２ 計画変更の内容 

 

 

 ３ 条  件 

（１） 四日市市補助金等交付規則及び四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱

の規定を遵守すること。 

（２） この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しておかなけれ

ばならない。 

（３） この補助金の交付については、後日、市が監査を行うことがある。 



第５号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

四日市市長 

住 所 

名 称 

代表者         

 

年度四日市市観光おもてなし事業実績報告書 

 

年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた    年

度観光おもてなし事業を完了したので、四日市市東海道おもてなし事業補助金交付要綱

第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 事業実績及び効果 

 

 

 

 ２ 添付書類 

 

（１）収支決算書 

（２）領収書等、支出の有無、内容等を確認するために必要な書類 

（３）その他、補助事業の実施内容を確認するために必要な書類 



第６号様式（第１１条関係） 

 

  第  号－  

 

 

 

団 体 名   

代表者氏名   

住   所   

電   話   

 

 

    年度観光おもてなし事業補助金額確定通知書 

 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった四日市市観光おもてなし事業推進補助

金については、下記のとおり補助金額を確定しましたので、通知します。 

 

 

    年  月  日 

 

四日市市長             

 

記 

 

１ 事 業 の名 称   

 

２ 交付決定補助金額    金         円 

 

３ 交付済補助金額                  円 

 

４ 返 還 金 額            円 

 

以 上 



第７号様式（第１２条関係） 

   年   月   日 

 

 四日市市長           

 

団 体 名 

代表者氏名              

住   所 

電   話 

 

 

四日市市観光おもてなし事業補助金請求書 

 

 

   年  月  日付け  第    号をもって確定を受けた標記事業について、下記のと

おり補助金を請求します。 

 

 

記 

 

１ 確 定 額     金           円 

 

 

２ 請 求 額     金           円 

 

 

３ 送 金 先 

 

金 融 機 関 名 

 

          銀 行       支店 

         信用金庫       支店 

         農  協       支店 

口 座 の 名 義  

口 座 の 種 類     当  座       普通預金 

口 座 番 号          

 



 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（シティプロモーション部観光交流課） 

 

 


